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日本原子力発電㈱の沿革

・日本原子力発電㈱は，昭和32年に原子力発電専業
会社として設立。

・東京都の本店のほか，東海村と福井県敦賀市に事
業本部を持つ。

・東海村には，昭和41年に日本最初の商業用原子力
発電所である東海発電所を，昭和53年に日本初の大
型原子力発電所である東海第二発電所を設置。



東海発電所について
・昭和41年7月に日本で初めての商業用原子力発電所
として営業運転を開始し，平成10年3月31日に運転停
止。

・運転停止後は，平成13年12月から廃止措置に着手
し，令和12年終了予定。

・原子炉領域以外のタービン建屋等の付属設備等は順
次撤去していき，撤去に伴い発生する廃材の中で，ク
リアランス制度により放射性濃度が極めて低いものの
一部は，原子力関連施設の遮へい体やベンチ等にリサ
イクル。



東海第二発電所について
・昭和53年11月に日本初の大型原子力発電所として
営業運転を開始。

・発電所の規模としては，茨城県内の消費量の約3分
の1を占める大きさ。

・平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による停止以
降は定期検査中。

・東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえた
地震・津波対策，多様な電源や冷却機能の確保対策
など，各種の安全性向上対策を実施中。



■新規制基準とは？

・原子炉等の設計を審査するための新しい基準。

・東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの
指摘を踏まえて，平成25年7月に原子力規制委員会が策定。

・以前の基準の問題点

①地震や津波等の大規模な自然災害の対策が不十分であり，
また重大事故対策が規制の対象となっていなかった。

②新しく基準を策定しても，既存の原子力施設にさかのぼっ
て適用する法律上の仕組みがなく，最新の基準に適合すること
が要求されなかった。

⇒新規制基準は，これらの問題点を解消して策定。
（出典：原子力規制委員会ホームページ）

東海第二発電所新規制基準への対応



新規制基準とは



・平成26年5月に原子炉設置変更許可と工事計画認可を
原子力規制委員会に申請。
⇒原子炉設置変更許可：平成30年9月に許可。
⇒工事計画認可：平成30年10月に認可。
・令和元年9月に特定重大事故等対処施設の設置に係る
原子炉設置変更許可を同委員会に提出。
⇒現在審査中。

・平成29年11月に運転期間延長を同委員会に申請。
⇒平成30年11月に認可。

東海第二発電所新規制基準への対応



東海第二発電所の主な安全性向上対策工事スケジュール（概要）（1/2）

（出典：日本原子力発電㈱ホームページ）



東海第二発電所の主な安全性向上対策工事スケジュール（概要）（2/2）

（出典：日本原子力発電㈱ホームページ）


